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○学校法人創価大学調達規程 

昭和54年４月１日規程第78号 

改正 

平成８年４月１日 

平成14年３月25日 

平成19年11月12日 

平成20年９月13日 

平成23年３月24日規程第36号 

平成25年５月21日規程第７号 

平成25年11月26日規程第21号 

学校法人創価大学調達規程 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人会計基準の趣旨に基づき、学校法人創価大学（以下「本法人」という。）

の固定資産、物品及び印刷製本（以下「物件」という。）の調達について定めることを目的とする。 

２ 図書については、創価大学附属図書館図書管理規程によるものとする。ただし、創価大学個人研

究費規程および創価大学附属図書館規程による研究図書は除くものとする。 

３ 前項の研究図書とは、１点20万円未満で資産としない図書をいう。 

（物件の調達） 

第２条 この規程における物件の調達とは、本法人の支払いによる物件の購入、建設、改修、賃借お

よび修繕をいう。 

（調達請求の単位） 

第３条 物件の調達請求の単位については、各部局とする。 

（調達事務担当） 

第４条 物件の調達事務担当主管部は管理部（以下「主管部」という。）とする。 

２ ただし以下の各号に該当する場合は、調達事務を各部局に委託することができるものとする。 

(１) 10万円未満の消耗品調達 

(２) 理化学消耗品調達システムによる調達 

３ 前項における調達事務責任者は各部局の長とする。 

４ 主管部から調達事務の委託を受けた部局は、この規程の定めるところに準じて調達を行わなけれ

ばならない。 

（立替払いによる調達） 

第５条 立替払いによる調達は原則これを認めない。ただし以下の各号に該当する物品の調達に限り、

業務遂行上真にやむを得ない場合には各部局の長の責において立替払いを行うことを認めることが

できる。 

(１) 10万円未満の消耗品 

(２) １点20万円未満の理化学消耗品 

２ 立替払いによる調達の場合は、学校法人創価大学経理規程第27条に則り、速やかに精算しなけれ

ばならない。 

（調達の原則） 

第６条 物件の調達にあたっては、教育研究の効果を高めるとともに経済性に留意し、有効適切に実

施しなければならない。 

（調達資料の調査収集） 

第７条 主管部は、調達の万全を期すため、学内における物件の需要の動向及び市場の情況等、調達

上必要な資料を常に調査収集しておかなければならない。 

（調達先の調査） 

第８条 主管部は、調達先に対し、事業経歴書を求め、その営業状態、信用、経験、技術などを調査

し取引の万全を期さなければならない。 

（取引の停止） 



2/4 

第９条 取引停止については、学校法人創価大学取引停止等に関する規程によるものとする。 

第２章 調達 

第１節 請求及び審査 

（調達請求責任者） 

第10条 第３条に定める各調達請求単位における物件の調達請求責任者は、各部局の長とする。 

（調達請求の方法） 

第11条 物件の請求をするときは、当該請求書をおこし、各部局の長の承認のうえ主管部へ提出する。

この場合、請求の理由、使用目的、使用場所等を明記しなければならない。 

（調達請求の審査） 

第12条 主管部が調達請求書を受けたときは、次の各号について審査しなければならない。 

(１) 必要とする理由 

(２) 予算の有無 

(３) 調達の方法 

(４) 一括して調達するものについては、数量の適否 

(５) 固定資産については、固定資産管理上必要な事項 

(６) 希望納期、仕様、品質規格等調達上必要な事項 

（不動産調達に関する調査） 

第13条 土地建物の調達にあたっては、抵当権、地上権、貸借権等の当該物件上に存する諸権利の有

無、その他必要事項を調査確認し、特に必要と認められるものについては、信頼しうる機関の評価

を求めるなどの措置を講じなければならない。 

第２節 契約及び調達先の選定 

（契約の方法） 

第14条 契約は学校法人創価大学契約規程によるものとする。 

（見積り合わせ） 

第15条 主管部は調達先を選定しようとするときは、１点100万円以上の物件の調達、および１件3,000

万円以上の物件の建設、建設、改修、賃借および修繕について、３社以上から見積書を徴し見積り

合わせを行わなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その限りではない。 

(１) ３社以上から見積書を徴することを適当としないとき。 

(２) 緊急の必要により、見積り合わせに付することができないとき。 

(３) 教育研究上固有の物件の調達及び製造で見積り合わせが不可能なとき。 

２ 科学研究費助成事業等の国または地方公共団体等からの補助金等の公的資金（以下「公的資金」

という。）において取扱要領等に定めがあるときは、その定めにより選定を行う。 

（調達先の審査方法および決定方法） 

第16条 主管部は前条に定める見積り合わせの結果、その内容を適切に審査し調達先を決定する。 

２ 調達先の審査方法については別途定める。 

（入札） 

第17条 次の各号の一に該当するときは入札に付さなければならない。 

(１) 理事会が必要と認めたとき。 

(２) 公的資金において取扱要領等に定めがあるとき。 

２ 入札の方法については、学校法人創価大学指名競争入札に関する規程によるものとする。 

第３章 監理・検収及び支払 

（監督及び監督の委託） 

第18条 主管部は、請負契約の履行について十分な監督をしなければならない。ただし、主管部が適

当と認めた場合は、他の部局に監督を委託することができる。 

（工事監理の委託） 

第19条 主管部は、必要と認めた場合は、所定の手続により設計事務所等に工事の監理を委託するこ

とができる。 

（納品書、竣工届等の徴収） 

第20条 主管部は、物件の納入又は工事、製造が完了したときは、次の各号の一に該当する場合を除

き、契約の相手方から納品書又は竣工届を徴するものとする。 
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(１) 取引の性質上、納品書又は竣工届を徴することが適当でないとき。 

(２) 軽微な物件を調達又は修理したとき。 

(３) 新聞その他定期刊行物を継続的に調達するとき。 

（検査の実施） 

第21条 主管部が、前条により納品書又は竣工届を受けたときは、契約条項に定める場所において発

注当事者以外の納品検収責任者あるいは納品検収補助者（以下「検査職員」という。）が検査を実

施し、その結果について検収報告書を作成し、契約及び調達の承認者に報告しなければならない。 

２ 前項の場合、検査職員は事務職員があたるものとし、管理部長の責により任命する。 

３ 前項の検査職員の一般的職務については、次の各号に掲げるところによるものとする。 

(１) 契約の履行完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計図書、納品書その他の関係書類に基

づき、かつ必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求めて行う、当該履行の検査 

(２) 前号の場合において、必要に応じて行う破壊若しくは分解又は試験 

４ 検査職員は、第１項の検査を行った場合、検査調書を作成し調達責任者に提出するものとする。

なお、その履行が当該契約の内容に適合しないとき、又は当該契約の一部が履行されていないとき

は、その旨およびその措置についての意見を検収報告書に記載するものとする。 

５ 前項の規程にかかわらず、検収報告書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る契約の履

行完了の確認の為の検査であって当該金額が物品の調達及び修繕改良については300万円未満、建

物・構築物の新営改良及び修繕改良については1000万円未満のものについては省略することができ

る。ただし、前項なお書の場合はこの限りではない。 

（電気、ガス等の検収） 

第22条 電気、ガス、水道等の使用並びに新聞その他定期刊行物の購読については、受給部局に対し

受給の事実の確認を求めなければならない。 

（物件の引渡し） 

第23条 主管部は、第21条に定める諸手続が完了したときは、学校法人創価大学固定資産及び物品管

理規程に定める処理をした後、速やかに使用者に引き渡さなければならない。 

（代価の支払） 

第24条 主管部は、検収完了後取引先から請求書を求め、経理課長に対し当該物件の代価の支払手続

をとらなければならない。 

２ 物件の完済又は完済前に分割して支払をする場合は、契約時にその詳細を定めておくものとする。 

第４章 売却、修理、印刷製本 

（売却、修理、印刷製本） 

第25条 物件の売却、修理、印刷製本については、この規程の物件調達に関する条項を準用すること

とする。ただし、売却については、調達は売却に、最低価額は最高価額に読み替えるものとする。 

第５章 特別調達 

（調達の委託） 

第26条 主管部において直接に調達することが困難なとき、又は不利となる場合には、第４条第２項

の規定に関わらず、他の部局にその調達を委託することができる。 

第27条 主管部から調達の委託を受けた部局は、この規程の定めるところに準じて調達を行わなけれ

ばならない。 

附 則 

この規程は、昭和54年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年４月１日） 

この規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月25日） 

この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年11月12日） 

この規程は、平成19年11月12日から施行する。 

附 則（平成20年９月13日） 

この規程は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月24日規程第36号） 
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この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年５月21日規程第７号） 

この規程は、平成25年５月21日から施行する。 

附 則（平成25年11月26日規程第21号） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 


